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１．申請を開始する

北九州市電子申請サービス「Graffer」の「港湾環境整備負担金オンライン手続フォーム」
（北九州港ホームページ「https://kitaqport.jp/jap/business/charge.html」からアクセスできます）
にアクセスし、「新規登録またはログインして申請」または「アカウント登録せずにメールで申請」を選
択してください。
「新規登録またはログインして申請」をしていただくと、申請書の一時保存や申請履歴の確認ができま

すので、推奨しております。
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←こちらを推奨します

←申請データは
保存されません

https://kitaqport.jp/jap/business/charge.html


１－１．ログインして申請をする

「Googleでログイン」、「LINEでログイン」、「メールアドレスでログイン」のいずれかの方法でログ
インしてください。
Grafferアカウントをお持ちでない方は、新規アカウント登録をしてください。

「新規登録またはログインして申請」を選択した場合
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１－２．メール認証して申請をする

メールアドレスを入力し、「確認メールを送信」を選択してください。
「noreply@mail.graffer.jp」から確認メールが送信されますので、確認メールに記載されているURLにア
クセスしてください。

メール認証をして申請を行うためのステップとして、ご入力いただいたメールアドレスが正しいことを確認する必要があります。
以下のＵＲＬをクリックして、メールアドレスの認証を完了してください。

▼認証の有効期限が過ぎた場合
確認用ＵＲＬは３０分間有効です。有効期限が過ぎた場合には、お手数ですが再度操作を行ってください。

「アカウント登録せずにメールで申請」を選択した場合
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１－３．利用規約に同意する

利用規約に同意いただき、申請に進んでください。
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２．申請に必要な情報を入力する

「法人」を選択してください。
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フォームに沿って、情報を入力してください。

２．申請に必要な情報を入力する
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フォームに沿って、情報を入力してください。

２．申請に必要な情報を入力する
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３．面積届を添付する

面積届を作成いただき、ＰＤＦデータ等にしていただいた上で「ファイルを選択」ボタンから添付して
ください。
面積届の様式は、北九州港ＨＰ（https://kitaqport.jp/jap/business/charge.html）からダウンロー

ドすることができます。
ファイルは「ＰＤＦ、ワード、エクセル等」が添付可能です。
※（控）の作成及び添付は不要です。
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https://kitaqport.jp/jap/business/charge.html


４．面積届の添付資料を添付する

面積届の添付資料をご用意いただき、「ファイルを選択」ボタンから添付してください。
ファイルは「ＰＤＦ、ワード、エクセル、ＪＰＥＧ等」が添付可能です。
※前年度届出と内容に変更がない場合は、省略することができます。
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５．事業者変更届を添付する（変更がある場合のみ）

前回届出から社名、住所、代表者名等の変更があった場合のみ、「港湾環境整備負担金負担対象事業者
変更届」を作成いただき、ＰＤＦデータ等にしていただいた上で「ファイルを選択」ボタンから添付して
ください。
面積届の様式は、北九州港ＨＰ（https://kitaqport.jp/jap/business/charge.html）からダウンロー

ドすることができます。
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https://kitaqport.jp/jap/business/charge.html


６．その他事項を入力する（任意）

港湾環境整備負担金制度に関して、連絡事項やご質問等がありましたら、入力してください。
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７．申請内容の確認

申請内容を確認いただき、問題がなければ「この内容で申請する」を選択して申請完了です。
申請完了後、受け付けしたことを知らせるメールが届きます。
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８．申請後の確認
申請後のステータスは「申請一覧」から確認できます。

対応ステータスが「受付済」の場合に限り、「詳細を確認する」から申請を取り下げることができます。
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８－１．対応ステータス

対応ステータスの内容は以下のとおりです。

ステータス 内容

受付済
担当者が未対応または申請内容を確認している状態です。
申請者は申請を取り下げることができます。

取下げ
申請者が申請を取り下げた状態です。
担当者がこの状態に変えることもあります。

処理中
担当者が申請内容を確認している状態です。
申請者は申請を取り下げることができません。

差し戻し
担当者が申請のやり直し等を求めた状態です。
申請が差し戻されたことをお知らせするメールが届きます。

完了
担当者が申請に対する処理を完了した状態です。
処理が完了したことをお知らせするメールが届きます。
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